
別紙　設計等（道路除雪等業務）及び物品購入等申請提出書類一覧

　　　　設計等（道路除雪等業務）、物品購入等の申請資格のうち複数の資格を希望する場合でも、
　　　　「共通」と記載のある書類は１部のみ提出してください。

区分 提　出　書　類
設
計

物
品

注 意 点 等
設計＝設計等（道路除雪等業務）、物品＝物品購入等
●必須、△該当する場合のみ、◎ファイルに綴じない

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

4
不足書類等調査票
（様式１７）

共通

・申請書作成担当者連絡先（商号又は名称、担当者役職名・担当者氏名
及びFAX番号）を記入してください。
・本書は、不足書類があった際にFAX連絡用として使用します。

5

競争入札参加資格審査
申請書
(様式１)

・申請年月日（提出日、郵送日）を記入してください。
・「所在地」欄は、法人は商業登記されている本店（本社）の、個人は
その本拠となっている所在地を記入してください。
・「商号又は名称」欄は、法人は商業登記されている商号を、個人は登
録している名称を記入してください。
・「代表者職・氏名」欄には、必ず実印を押印してください。
・「メールアドレス」は、市からの連絡に使用するメールアドレスを記
入してください。
・平成25・26年度以降に小樽市入札参加資格者名簿に登録がない事業者
は、新規に○を、登録がある事業者は、更新に○を記入してください。

6
申請人概要
(様式２)

・「受任者」欄は、「委任状(様式４)」の受任者を記入してください。
・「連絡先」欄は、申請人、受任者以外に連絡先等がある場合のみ記入
してください。
・「資本金」欄は、商業登記されている資本金を記入してください。
・「業種」欄は、総務省統計局ホームページの「日本標準産業分類」を
参照し、主たる事業一つだけに○を記入してください。
・「全職員数」欄は、役員・パート等も含め、「常時使用する従業員
数」は、役員・季節雇用等を除いてください。
・「小樽市税の納税（納入）義務の有無」欄は、小樽市に居住する従業
員の特別徴収した市道民税を小樽市に納めている場合も「有」に該当し
ます。
・「主な振込先金融機関」欄は、委任状を提出し、委任事項４、５の受
領に関する件を委任する場合は、受任者の振込先を記入してください。

共通

共通

共通
Ａ４フラットファイル

設計等（道路除雪等業務）、物品購入等の各申請はまとめて、Ａ４縦サイズ
の市販のフラットファイルに穴を開けて、綴じてください。
・フラットファイルの色は不問です。

1

2
表紙・背表紙
(様式１５)

・表紙、背表紙を切取りし、Ａ４フラットファイルに「ア　表紙用」は上部
から６ｃｍ、「イ　背表紙用」は上部から４ｃｍの位置に貼ってください。
・背表紙の申請資格種類の設計等（道路除雪等業務）、物品購入等の欄に○
を記入してください。
・平成25・26年度以降に小樽市入札参加資格者名簿に登録がない事業者は、
新規に○を記入してください。
・平成25・26年度以降に小樽市競争入札参加資格者名簿に登録がある事業者
は、更新に○を記入し、申請資格ごとに10桁の登録番号を記入してくださ
い。
・登録番号が不明な事業者は、「小樽市ホームページ」　→　「事業者の皆
さんへ」　→　「入札・契約情報」・「登録業者（入札参加資格審査申
請）」　→　「入札参加資格審査申請」　→「入札参加資格者名簿」で確認
し、記入してください。

共通

共通

提出書類の確認チェッ
ク表
（様式１６）

3
・提出する書類に不足がないか、必ずこのチェック表で確認し、提出す
る書類に「✓」をつけてください。



区分 提　出　書　類
設
計

物
品

注 意 点 等
設計＝設計等（道路除雪等業務）、物品＝物品購入等
●必須、△該当する場合のみ、◎ファイルに綴じない

● ●

△ △

● ●

● ●

● ●

△ △

7
使用印鑑届
(様式３)

・職名印又は氏名印を押印してください。社名印、事業所名印のみの使
用印鑑は認めません。
・委任状(様式４)を提出する場合は使用印鑑欄に、受任者の職名印又は
氏名印を押印してください。
・なお、すべてを委任しない一部委任の場合は、申請人と受任者の両方
の使用印鑑を押印してください。

共通

登記簿謄本（登録事項
全部証明書）(写し可)
（法人のみ添付）
（３か月以内に発行さ
れたもの）

・法人が申請する場合は、履歴事項全部証明書を提出してください。申
請日前３か月以内に発行されたものに限ります。
・登記簿謄本で確認ができない合併・継承・分割等がある場合は経過の
わかる書類を添付してください。

法人
のみ
共通

10

11

小樽市税に滞納がない
ことの証明書(写し可)
（３か月以内に発行さ
れたもの）

・「申請人概要(様式２)」の「９小樽市税の納税(納入)義務の有無」で
有の場合、小樽市内に本支店等のある場合、小樽市居住の従業員を雇用
し、市道民税を給与から特別徴収している場合等、小樽市に納税（納
入）義務がある申請人は必ず提出してください。
・証明書は、請求書に記入する住所（所在）、氏名（名称及び代表者
名）ごとに発行されますので、小樽市に納税（納入）義務がある本社・
支社・営業所等ごとに請求してください。
・「様式第７号(第２条関係)市税に滞納がないことの証明書交付請求
書」に必要事項を記入、押印し、証明書の交付を受けてください。
・証明書の交付請求の受付は、小樽市財政部資産税課（窓口２０番）又
は市民税課（窓口２２番）（市役所別館２階）のいずれかにおいて請求
してください。手数料は１件３５０円です。
・小樽市税の納付直後は、データが反映されない場合があるので証明窓
口へ領収書又は口座振替後に記帳した預金通帳を持参してください。
・提出書類は「小樽市税に滞納がないことの証明書」であり、「納税証
明書」ではありません。「納税証明書」は受理しませんので、御注意く
ださい。
・郵便請求方法は、「小樽市ホームページ」　→　「便利情報」の「申
請書・届出書ダウンロード」　→　「市税」の「税の請求書・届出書様
式ダウンロード」→「市税に滞納がないことの証明書」、「税」　→
「市民税課のページ」　→　「所得証明書等の市税関係の証明書につい
て」の「詳しくは「市税に滞納がないことの証明書」のページをご覧く
ださい。」で確認してください。

共通

8

委任状
(様式４）
　委任する場合のみ

共通

・委任事項に○をつけてください。なお、○印がない場合は、すべて委
任するとみなします。
・設計等（道路除雪等業務）、物品等で受任者が異なる場合は申請資格
種類を余白に記入してそれぞれ提出してください。なお、この場合は、
それぞれ使用印鑑届（様式３）を提出してください。

9
誓約書
（様式５）

・申請年月日（提出日、郵送日）を記入してください。
・「所在地」欄は、法人は商業登記されている本店（本社）の、個人は
その本拠となっている所在地を記入してください。
・「商号又は名称」欄は、法人は商業登記されている商号を、個人は登
録している名称を記入してください。
・「代表者職・氏名」欄には、必ず実印を押印してください

共通

身分証明書(写し可)
（個人営業者のみ）
（３か月以内に発行さ
れたもの）

・個人営業者が申請の場合のみ本籍地の市区町村が発行する身分証明書
を提出してください。申請日前３か月以内に発行されたものに限りま
す。

個人
のみ
共通



区分 提　出　書　類
設
計

物
品

注 意 点 等
設計＝設計等（道路除雪等業務）、物品＝物品購入等
●必須、△該当する場合のみ、◎ファイルに綴じない

● ●

△ △

12

消費税及び地方消費税
に係る納税証明書(写し
可)
(３か月以内に発行され
たもの)

・証明書は、申請日前３か月以内に発行されたものに限ります。
・消費税及び地方消費税に係る納税証明書のうち、その３「未納税額が
ないこと用」 を提出してください。個人営業者はその３の２の納税証明
書、法人はその３の３の納税証明書の提出も可能とします。
・免税事業者についても提出してください。共通

13
関連会社等報告書

(様式６)
共通

・「申請人概要(様式2)」 の「10 関連会社の有無」で有の場合は記入
し、関連会社であることを証明する書類等を添付してください。
・資本関係及び人的関係にある関連会社について記入してください。
　　ア）資本関係（注１）
　　　　①親会社と子会社の関係にある場合
　　　　②親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
　　　　※親会社：会社法（平成１７年法律第８６号）第２条
　　　　　第４号の規定による親会社
　　　　※子会社：会社法（平成１７年法律第８６号）第２条
　　　　　第３号の規定による子会社
　　イ）人的関係
　　　　①一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねて
　　　　　いる場合
　　　　 （注２）
　　　（１）株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
　　　　　イ　監査等委員会設置会社における監査等委員で
　　　　　　　ある取締役
　　　　　ロ　指名委員会等設置会社における取締役
　　　　　ハ　社外取締役
　　　　　ニ　定款の定めにより業務を執行しないこととされて
　　　　　　　いる取締役
　　　（２）指名委員等設置会社の執行役
　　　（３）持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社）の社
　　　　　　員（定款の定めにより業務を執行しないこととされ
　　　　　　ている社員）
　　　（４）組合の理事
　　　（５）その他業務を執行する者であって、（１）から
　　　　　　（４）までに掲げる者に準ずる者
　　　　②一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７
　　　　　条第１項又は民事再生法第６４条第２項の規定により
　　　　　専任された管財人を現に兼ねている場合
　　　　③一方の会社の管財人が、他方の会社の管財人を現に兼
　　　　　ねている場合
　　　　④協同組合等とその構成員の場合
　　　ウ）その他
　　　　　その他上記と同視し得る資本関係又は人的関係がある
　　　　　場合
（注１）子会社又は子会社の一方が会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２条第
７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法（平成１１年法
律第２２５号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。
（注２）会社の一方が更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続
中の会社である場合は除く。

※関連会社であることを証明する書類
会社概要、商業登記簿謄本等を添付
※関連会社は、小樽市競争入札参加資格の有無を問わず、上記の要件に
該当する場合は、提出してください。



区分 提　出　書　類
設
計

物
品

注 意 点 等
設計＝設計等（道路除雪等業務）、物品＝物品購入等
●必須、△該当する場合のみ、◎ファイルに綴じない

● ●

17
決算報告書等【設計
等・物品等】(写し可)

・法人の場合は、申請時直近の１事業年度の貸借対照表、損益計算書等
を提出してください。
・個人営業者の場合は、令和５年分所得税確定申告書(青色申告決算書又
は収支計算書)の写しを提出してください。共通

18
物品購入等申請概要
（様式１０）【物品
等】

●

・「２納入希望品目に係る主な取引内容」は、直近２年間の契約実績で
主なものを記入してください。（別紙による提出可。）
・「４物品購入等納入希望品目」は、大分類の番号を５部門まで記入
し、希望する中分類に○印をつけてください。

16
道路除雪等業務資料
（様式９）【設計等】

●

・記入例を参考にして作成し、提出してください。
・除排雪業務従事者数
①管理部門は、次の要件を満たす者の　実人数を記入してくださ
  い。
　・２級以上の建設機械施工技士、土木施工管理技士、建築施
　　工管理技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士の有
　　資格者が１人以上いること
　※有資格者のうち1人分の証明書の写し、及び会社との雇用関
　　係を確認することが可能な証明書等（健康保険証、監理技術
　　者証等）の写しを提出してください。
②機械運転手は、除雪機械を運転するために必要な免許を所持
　し、５年以上の除排雪業務の運転実績があり、「除雪機械技
　術講習会」の除雪講習修了後５年以内であり、「車両系建設
　機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習」規
　程に基づく講習の受講が必要な除雪機械を運転する者は同講
　習を修了している者の実人数を記入してください。
　1人分の「除雪機械技術講習会」の除雪講習修了証の写し、
　及び「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）
　運転技能講習」規程に基づく講習の修了証の写し（必要な場
　合のみ）、会社との雇用関係を確認することが可能な証明書
　等（健康保険証、監理技術者証等）の写しを提出してくださ
　い。

14
設計等申請概要
（様式７）
【設計等】

・申請業種
①申請業種欄に○をつけ、直前１年（決算期）間の事業高金額(「業務経
歴書（様式８）」と同じ金額）、営業年数を記入してください。
②「道路除雪等業務資料(様式９)」を提出してください。
・道内の従業員数
審査基準日における、道内の本店、支店、営業所等に勤務する人数を記
入してください。

15

業務経歴書
（様式８）【設計等】
(写し可、内容がわかれ
ば形式は問わず）

・直前１年度決算分の業務経歴書を未成事業を除いて作成してくださ
い。
・請負代金は、消費税及び地方消費税相当額を除いた事業高を集計して
ください。
・請負代金の合計額は、「設計等申請概要(様式７)」の「２申請業種」
内「直前１年間（決算期）間の事業高金額」欄に転記してください。
・様式の内容が備わっている業務経歴書があれば、それをもって代える
ことができます。

●

●



区分 提　出　書　類
設
計

物
品

注 意 点 等
設計＝設計等（道路除雪等業務）、物品＝物品購入等
●必須、△該当する場合のみ、◎ファイルに綴じない

※「区分１・２」により表紙・背表紙を作成した上で、ファイルを作成してください。
　「区分３～２３」の書類を区分順にして穴を開けて、ファイルに綴り提出してください。

23

小樽市内の支店、営業
所等の状況
（様式１４）【物品
等】

△

・「物品購入等」に申請し、小樽市内に本社又は本店を有していない
が、小樽市内に受任先となる支店、営業所等を有する場合は、記入例を
参考にして作成し、提出してください。
・職員数について、「正規職員」「パート、臨時等」「役員」に区分
し、記入してください。
・「うち小樽市に居住する人数」は、審査基準日における小樽市に居住
する人数を記入してください。
・「うち保険加入数」は、雇用保険又は健康保険及び厚生年金保険の被
保険者である職員数を記入してください。

22

代理店・特約店証明
書、営業の許可証・認
可書等
【物品等】(写し可)

△

・メーカーの代理店、特約店になっている場合は、メーカーで発行する
代理店、特約店証明書を提出してください。
・販売、製造及び役務等において、許可、認可等を必要とする場合は、
当該許可、認可等を受けたことを証明する書類の写しを提出してくださ
い。
（提出が必要な主なものは、医薬品販売業、高度管理医療機器等販売
業、指定自動車整備事業、自動車分解整備事業、食品販売業、古物商営
業、金属くず商営業、自家用自動車有償貸渡許可、建築物清掃業、警備
業、消防設備業、クリーニング所許可証、一般貨物自動車運送業、廃棄
物収集運搬・処分業など）

21
構内除排雪業務資料
（様式１３）【物品
等】

△
・「物品購入等の納入希望品目」の大分類「１３役務（委託）」のうち
中分類「１３１０　構内除排雪業務」に申請の場合は、記入例を参考に
して作成し、提出してください。

20
印刷機等設備状況
（様式１２）【物品
等】

△

・「物品購入等の納入希望品目」の大分類「１印刷」に申請の場合は、
記入例を参考にして作成し、提出してください。
※従業員数については、印刷業務に携わる従業員の人数を記入してくだ
さい。

19
営業経歴書
（様式１１）【物品
等】(写し可)

●

・営業内容の沿革等について、記載のある書類(企業パンフレット、企業
ＵＲＬ)の写し等の提出により本書の提出省略可能です。
・個人営業者の場合は、審査基準日において、引き続き１年以上申請品
目等の事業を営業していることが確認できる書類(令和５年・６年の契約
書、納品書等) の写しを添付してください。


